
日程
番号

1 報告第４号

臨時代理事項の報告について
（１）議会の議決事項（枚方市立幼稚園条例の一部改正について）の意思決定に
　　　ついて
（２）議会の議決事項（平成28年度６月補正予算額（教育関係）について）の意
　　　思決定について
（３）枚方市教育委員会庁内委員会規程の一部改正について
（４）枚方市スポーツ推進審議会委員の委嘱について
（５）枚方市スポーツ推進審議会への諮問について

2 議案第３号 枚方市教育振興基本計画の策定について

3 議案第４号 枚方市社会教育委員の解嘱及び委嘱について

4 議案第５号 枚方市文化財保護審議会委員の委嘱について

　　　　　　　　○開催日時  平成２８年６月２８日　午前１０時００分から　 
　　　　　　　　○開催場所　輝きプラザきらら３階　教育委員会室　　　　 

平成２８年 第６回 枚方市教育委員会

定　　例　　会　　　議　　案　　書

案                     件                    名





 

報告第４号 

 

 

臨時代理事項の報告について 

 

標題の件について、次のとおり臨時代理処分をしたので教育長に委任する事務等に関する規則

（平成３年枚方市教育委員会規則第２号）第３条第３項の規定により教育委員会に報告し、承認を

求める。 

 

  平成28年６月28日 

 

枚方市教育委員会  

教育長 奈良 渉  

 

 

１．臨時代理の理由 

   特に緊急を要するため 

 

２．臨時代理事項 

臨時代理第３号  議会の議決事項（枚方市立幼稚園条例の一部改正について）の意思決定

について 

臨時代理第４号  議会の議決事項（平成28年度６月補正予算額（教育関係）について）の

意思決定について 

臨時代理第５号  枚方市教育委員会庁内委員会規程の一部改正について 

臨時代理第６号  枚方市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

臨時代理第７号  枚方市スポーツ推進審議会への諮問について 
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臨時代理第３号 
 
 

議会の議決事項（枚方市立幼稚園条例の一部改正について）の意思決定について 
 

 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員会規則第２

号）第３条第２項の規定により臨時代理する。 

 
  平成 28年５月 27日 
 

枚方市教育委員会  
教育長 奈良 渉  

 
 

１．内容 
   次ページのとおり 
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枚方市条例第   号 

 

   枚方市立幼稚園条例及び保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 （枚方市立幼稚園条例の一部改正） 

第１条 枚方市立幼稚園条例（昭和37年枚方市条例第17号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「又は子ども・子育て支援法施行令（平成26年政令第213号。以下「政令」と

いう。）第４条第１項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い

額」を「（当該額を同号の政令で定める額が下回る場合にあつては、当該政令で定める額）」に

改める。 

  附則第２項中「「第４条第１項」を「「同号」に、「附則第12条において準用する政令第４条

第１項」を「同号イ」に、「低い額」を「額）」に改める。 

  別表備考１中「政令」を「子ども・子育て支援法施行令（平成26年政令第213号。以下「政

令」という。）」に改め、「第４条第１項第４号に掲げる者（同条第４項」の次に「（政令附則

第12条において準用する場合を含む。以下同じ。）」を加え、「同条第１項第５号」を「政令第

４条第１項第５号」に改め、同表備考２中「負担額算定基準子ども」の次に「（市町村民税所得

割合算額が77,101円未満である世帯にあつては、政令第14条の２第１項に規定する特定被監護者

等）」を加え、同備考に次のただし書を加える。 

   ただし、市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯に属し、かつ、政令第４条第４

項の規定の適用を受ける支給認定保護者については、第１子の認定を受けるべき者を第２子

と、第２子の認定を受けるべき者を第３子として認定する。 

 （保育の実施等に関する条例の一部改正） 

第２条 ［略］ 

 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。 

 ⑴ 第１条の規定による改正後の枚方市立幼稚園条例（別表備考２を除く。）の規定及び第２条

の規定による改正後の保育の実施等に関する条例（別表備考４を除く。）の規定 平成27年４

月１日 

 ⑵ 第１条の規定による改正後の枚方市立幼稚園条例別表備考２の規定及び第２条の規定による

改正後の保育の実施等に関する条例別表備考４の規定 平成28年４月１日 

 （経過措置） 

３ 前項第２号に掲げる規定は、同号に定める日以後に行われた子ども・子育て支援法（平成24年

法律第65号）第27条第１項に規定する特定教育・保育について適用し、同日前に行われた同項に

規定する特定教育・保育については、なお従前の例による。 
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臨
時
代
理
第
３
号
参

考
資

料
 

 
 
枚
方
市
立
幼
稚

園
条

例
及
び
保
育
の
実
施
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
 

 
主
要
な
改
正
部
分
の
新
旧
対
照
表
 

新
（
改
正

後
）
 

旧
（
現
 
行
）
 

［
枚
方
市
立
幼

稚
園
条
例
関
係
］
 

 
（
使
用
料
等
）
 

第
４
条
 
［
略

］
 

２
 
前
項

の
使
用

料
の
う

ち
、

支
給
認

定
保
護

者
が
法

第
27

条
第

５
項
の

規
定
に

よ
る

支
払
の
あ

る
場
合

に
負

担
す
る

同
条
第

３
項
第

２
号

の
市
町

村
が
定

め
る
額

（
以

下

「
利
用
者
負
担
額
」
と
い
う
。）

は
、
別

表
に
定
め
る
額
（
当
該
額
を
同
号
の
政
令
で

定
め
る
額
が
下
回
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
政
令
で
定
め
る
額
）
と
す
る
。
 

    
 
 
附
 
則
 

 ２
 
当
分

の
間
、

第
４
条

第
１

項
中
「

第
2
7
条

第
３
項

第
１

号
に
規

定
す
る

内
閣
総

理

大
臣
が
定

め
る
基

準
に

よ
り
算

定
し
た

費
用

の
額
」

と
あ
る

の
は
「

附
則
第

９
条

第

１
項
第
１

号
イ
に

規
定

す
る
内

閣
総
理

大
臣

が
定
め

る
基
準

に
よ
り

算
定
し

た
額

及

び
同
号
ロ

の
市
町

村
が

定
め
る

額
の
合

計
額

」
と
、

同
条
第

２
項
中

「
同
条

第
３

項

第
２
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
９
条
第
１
項
第
１
号
イ
」
と
、「

同
号
」
と
あ
る

の
は
「
同

号
イ

」
と
、
「

額
）
」

と
あ
る

の
は

「
額
）

と
し
、

同
号
ロ

の
市
町

村
が
定

め
る
額
は

、
法
第

2
7
条

第
３
項

第
１
号

に
規

定
す
る

内
閣
総

理
大
臣

が
定
め

る
基

準

に
よ
り
算

定
し
た

費
用

の
額
か

ら
法
附

則
第
９

条
第

１
項
第

１
号
イ

に
規
定

す
る

内

閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。
 

 

［
枚
方
市
立
幼
稚
園
条
例
関
係
］
 

 
（
使
用
料
等
）
 

第
４
条
 
［
略
］
 

２
 
前
項

の
使
用
料

の
う
ち
、

支
給
認

定
保
護
者

が
法
第

27
条
第
５

項
の
規

定
に
よ

る

支
払
の
あ

る
場
合

に
負
担

す
る

同
条
第

３
項
第

２
号
の

市
町

村
が
定

め
る
額

（
以
下

「
利
用
者
負
担
額
」
と
い
う
。）

は
、
別
表
に
定
め
る
額
又
は
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

法
施
行
令

（
平
成

2
6
年
政

令
第

2
13

号
。
以

下
「
政

令
」
と
い

う
。
）
第
４

条
第
１

項

に
規
定
す

る
内
閣

総
理
大

臣
が

定
め
る

基
準
に

よ
り
算

定
し

た
額
の

い
ず
れ

か
低
い

額
と
す
る
。
 

  
 
 
附
 
則
 

 ２
 
当
分

の
間
、
第

４
条
第
１

項
中
「

第
2
7
条
第

３
項
第
１

号
に
規

定
す
る
内

閣
総

理

大
臣
が
定

め
る
基

準
に
よ

り
算

定
し
た

費
用
の

額
」
と

あ
る

の
は
「

附
則
第

９
条
第

１
項
第
１

号
イ
に

規
定
す

る
内

閣
総
理

大
臣
が

定
め
る

基
準

に
よ
り

算
定
し

た
額
及

び
同
号
ロ

の
市
町

村
が
定

め
る

額
の
合

計
額
」

と
、
同

条
第

２
項
中

「
同
条

第
３
項

第
２
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
９
条
第
１
項
第
１
号
イ
」
と
、「

第
４
条
第
１
項
」

と
あ
る
の
は
「
附
則
第
1
2条

に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
４
条
第
１
項
」
と

、「
低
い

額
」
と
あ

る
の
は

「
低
い

額
と

し
、
同

号
ロ
の

市
町
村

が
定

め
る
額

は
、
法

第
2
7
条

第
３
項
第

１
号
に

規
定
す

る
内

閣
総
理

大
臣
が

定
め
る

基
準

に
よ
り

算
定
し

た
費
用

の
額
か
ら

法
附
則

第
９
条

第
１

項
第
１

号
イ
に

規
定
す

る
内

閣
総
理

大
臣
が

定
め
る

基
準
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。
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主
要
な
改
正
部
分
の
新
旧
対
照
表
 

新
（
改
正

後
）
 

旧
（
現
 
行
）
 

 別
表
（
第
４
条

関
係

）
 

 
表
 
［
略
］
 

 
備
考
 

 
 
１
 
こ
の
表
に
お
い
て
、「

被
保
護
者
等
」
と
は
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令

（
平
成

2
6
年
政

令
第

2
13
号
。
以

下
「

政
令
」

と
い

う
。
）

第
４

条
第

１
項
第

４

号
に
掲

げ
る
者

（
同

条
第

４
項

（
政

令
附
則

第
12
条
に

お
い

て
準

用
す
る

場
合

を
含
む

。
以
下

同
じ

。
）

の
規
定

の
適

用
を
受

け
る
者

に
限
る

。
）

又
は

政
令
第

４
条
第
１

項
第

５
号
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
者
を
、「

市
町
村
民
税
非
課
税
世

帯
に

属
す

る
者

」
と

は
同

条
第

２
項

第
７

号
に

掲
げ

る
者

に
相

当
す

る
者

を
、

「
市
町

村
民
税

所
得

割
非

課
税

世
帯

に
属
す

る
者

等
」

と
は

同
条

第
１
項

第
４

号
に
掲
げ
る
者
（
同
条
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
に
該
当

す
る
者
を
、「

市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額
」
と
は
同
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定

す
る
市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額
を
い
う
。
 

 
 
２
 

第
１

子
、
第
２

子
及

び
第
３

子
以
降

の
認
定

は
、

世
帯
ご

と
に
、

政
令
第

1
4

条
に

規
定

す
る

負
担

額
算

定
基

準
子

ど
も

（
市

町
村

民
税

所
得

割
合

算
額

が

7
7
,
1
01

円
未

満
で

あ
る

世
帯
に

あ
つ

て
は

、
政

令
第

1
4
条
の

２
第

１
項

に
規

定

す
る
特

定
被
監

護
者

等
）

の
範

囲
に

お
い
て

、
年

齢
の

高
い

順
に

行
う
。

た
だ

し
、
市

町
村

民
税

所
得

割
合
算

額
が

7
7
,1
0
1
円

未
満

で
あ
る

世
帯

に
属

し
、

か

つ
、
政

令
第
４

条
第

４
項

の
規

定
の

適
用
を

受
け

る
支

給
認

定
保

護
者
に

つ
い

て
は
、

第
１
子

の
認

定
を

受
け

る
べ

き
者
を

第
２

子
と

、
第

２
子

の
認
定

を
受

け
る
べ
き
者
を
第
３
子
と
し
て
認
定
す
る
。
 

 
 
３
・
４
 
［
略

］
 

 別
表
（
第
４
条
関
係
）
 

 
表
 
［
略
］
 

 
備
考
 

 
 
１
 
こ
の
表
に
お
い
て
、「

被
保
護
者
等
」
と
は
政
令
第
４
条
第
１
項
第
４
号
に
掲

げ
る
者
（
同
条
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
限
る
。
）
又
は
同
条
第
１

項
第
５
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
を
、「

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す

る
者
」
と
は
同
条
第
２
項
第
７
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者
を
、「

市
町
村
民

税
所
得

割
非
課

税
世
帯

に
属
す

る
者

等
」
と

は
同
条

第
１
項

第
４

号
に
掲

げ
る

者
（
同
条

第
４
項

の
規

定
の
適

用
を
受

け
る
者

を
除

く
。
）
に

該
当
す

る
者
を

、

「
市
町

村
民
税

所
得
割

合
算
額

」
と

は
同
条

第
１
項

第
２
号

に
規

定
す
る

市
町

村
民
税
所
得
割
合
算
額
を
い
う
。
 

   
 
２
 

第
１
子
、

第
２
子
及

び
第
３

子
以
降
の

認
定
は
、

世
帯
ご

と
に
、
政

令
第

1
4

条
に
規

定
す
る

負
担
額

算
定
基

準
子

ど
も
の

範
囲
に

お
い
て

、
年

齢
の
高

い
順

に
行
う
。
 

      
 
３
・
４
 
［
略
］
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臨時代理第４号 

 
 

議会の議決事項（平成28年度６月補正予算額（教育関係）について）の意思決定について 

 
標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員会規則第２

号）第３条第２項の規定により臨時代理する。 

 
平成28年５月30日 

 
枚方市教育委員会  
教育長 奈良 渉  

 
 
１．臨時代理の内容 

  次ページのとおり 
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平成28年度 ６月補正予算額（教育関係）一覧（歳出）

教育委員会費 8,609 -        -        -        8,609

事務局費 1,937,114 -        1,750 1,750 1,938,864

教育研究費 776,879 -        1,785 1,785 778,664

教育文化センター費 219,598 -        -        -        219,598

2,298,953 -        -        -        2,298,953

小学校教育振興費 336,342 -        -        -        336,342

小学校保健衛生費 136,386 -        -        -        136,386

1,238,185 -        -        -        1,238,185

中学校教育振興費 270,423 -        -        -        270,423

中学校保健衛生費 58,997 -        -        -        58,997

351,589 -        -        -        351,589

104,794 -        -        -        104,794

文化財保護費 490,244 -        -        -        490,244

1,109,676 -        -        -        1,109,676

190,629 -        -        -        190,629

学校開放事業費 2,952 -        -        -        2,952

スポーツ施設費 1,124,968 -        -        -        1,124,968

1,556,338 -        -        -        1,556,338

留守家庭児童対策費 1,383,325 -        96,000 96,000 1,479,325

1,479,325

1,479,325

2,874,887

6月補正後
予算額

2,771,681

351,589

96,000児童福祉費 1,383,325 -        96,000

-        96,000 96,000　民生費 1,383,325

1,704,714

-        -        -        

-        

社会教育総務費

12,216,211

2,945,735

1,567,605

幼稚園費

社会教育費

保健体育費 2,874,887

351,589

1,704,714 -        

-        -        

-        

-        

-        

学校給食費

保健体育総務費

中学校費 1,567,605

12,212,676

-        -        

2,942,200教育総務費

小学校費 2,771,681

-        

-        

-        

-        

6月補正予算額

人件費 合計

3,535

-        

3,535

款・項・目
平成28年度
当初予算額

平成28年度 ６月補正予算額（教育関係）

（単位：千円）

人件費以外

　教育費 3,535

図書館費

小学校管理費

中学校管理費

幼稚園費

3,535
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（歳入）

学校教育部　教育指導課 （単位：千円）

教育費委託金 １．道徳教育推進事業委託金

教育指導課　合計

学校教育部　教育研修課 （単位：千円）

教育費委託金

教育研修課　合計

社会教育部　放課後子ども課 （単位：千円）

民生費国庫補助金 １．子ども・子育て支援整備交付金

府補助金

民生費府補助金 １．子ども・子育て支援整備交付金

放課後子ども課　合計

子ども青少年部　保育幼稚園課 （単位：千円）

教育費国庫補助金 １．幼稚園就園奨励事業管理システム開発費補助金

保育幼稚園課　合計

（歳出）

学校教育部　教育指導課 （単位：千円）

教育研究費 １．道徳教育推進事業経費 300

報　償　費 170

需　用　費 100

負担金補助及び交付金 30

教育指導課　合計

学校教育部　教育研修課 （単位：千円）

教育研究費 1,485

報　償　費 360

旅　　　費 184

需　用　費 607

使用料及び賃借料 242

負担金補助及び交付金 92

教育研修課　合計

874

概 要 予 算 額 備 考

国庫補助金 874

１．学校マネジメント機能強化研究事業（チーム学校推進事業）委託金

１．学校マネジメント機能強化研究事業経費（チーム学校推進事業）

国庫補助金 30,000

項 目 概 要

項 目 概 要 予 算 額

項 目

60,000

1,485

予 算 額 備 考

30,000

項 目 概 要 予 算 額 備 考

国庫委託金 1,485

備 考

300

項 目 概 要 予 算 額 備 考

300

平成28年度 ６月補正予算額・課別概要について

教育総務費

300

概 要 予 算 額 備 考

府委託金 300

項 目

教育総務費 1,485

1,485
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社会教育部　放課後子ども課 （単位：千円）

１．児童会室建替等事業経費 96,000

委　託　料 6,000

工事請負費 90,000

放課後子ども課　合計

子ども青少年部　保育幼稚園課 （単位：千円）

事務局費 １．学事情報システム事業経費 1,750

委　託　料

保育幼稚園課　合計

項 目 概 要 予 算 額 備 考

教育総務費 1,750

1,750

備 考予 算 額

児童福祉費 96,000

留守家庭児童対策費

概 要

96,000

項 目
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臨時代理第５号 

 

 

枚方市教育委員会庁内委員会規程の一部改正について 

 

 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員会規則第２

号）第３条第２項の規定により臨時代理する。 

 

  平成28年６月２日 

 

枚方市教育委員会  

教育長 奈良 渉  

 

 

１．臨時代理の内容 

   次ページのとおり 
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枚方市教育委員会規程第３号 

 

枚方市教育委員会庁内委員会規程の一部を改正する規程 

 

枚方市教育委員会庁内委員会規程（平成26年枚方市教育委員会規程第２号）の一部を次のように

改正する。 

別表教育課程検討委員会の項の次に次のように加える。 

ス ポ ー ツ

推 進 計 画

策 定 委 員

会 

枚方市スポーツ

推進計画を策定

するため。 

⑴ 枚方市スポーツ推進計

画の策定に関すること。 

⑵ 前号に掲げるもののほ

か、教育長が必要と認め

る事項に関すること。 

教育長 社 会 教 育

部 長 、 健

康部長 

社会教育

部スポー

ツ振興課 

 

附 則 

この規程は、平成28年６月２日から施行する。 
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臨時代理第６号 

 

 

枚方市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

 

 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員会規則第２

号）第３条第２項の規定により臨時代理する。 

 

  平成28年６月13日 

 

枚方市教育委員会  

教育長 奈良 渉  

 

 

１．臨時代理の内容 

   委員の委嘱 

 

   委嘱理由    枚方市スポーツ推進審議会条例（平成 28 年枚方市条例第３号）に基づき、 

           枚方市スポーツ推進審議会が設置されたため 

 

   委嘱委員    次ページのとおり 

 

   委員の任期   平成28年６月20日から平成30年６月19日まで 
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枚方市スポーツ推進審議会委員名簿 
 

 
任期：平成 28 年６月 20 日から平成 30 年６月 19 日まで 

 氏 名 所 属 分野（選出区分） 

１ 
荒木 香織 

（あらき かおり） 
園田学園女子大学 健康スポーツ学科 

スポーツマネジメント 
（学識経験を有する者） 

２ 
木村 穣 

（きむら ゆたか） 関西医科大学 健康科学科 
健康スポーツ 

（学識経験を有する者） 

３ 高見 彰 
（たかみ あきら） 

大阪国際大学 スポーツ行動学科 地域スポーツ振興 
（学識経験を有する者） 

４ 寺西 勅子 
（てらにし のりこ） 

枚方市中学校体育連盟 
学校体育 

（市民団体又は関係団体を

代表する者） 

５ 
岩井 嘉宏 

（いわい よしひろ） 
枚方市スポーツ少年団 

社会体育 
（市民団体又は関係団体を

代表する者） 

６ 
齊藤 雅治 

（さいとう まさはる） 
枚方市スポーツ推進委員協議会 

社会体育 
（市民団体又は関係団体を

代表する者） 

７ 西邨 定実 
（にしむら さだみ） 

（公財）枚方体育協会 
社会体育 

（市民団体又は関係団体を

代表する者） 

８ 
谷口 憲一 

（たにぐち けんいち） 
枚方市老人クラブ連合会 

高齢者 
（市民団体又は関係団体を

代表する者） 

９ 
佐藤 公昭 

（さとう きみあき） 
枚方市障害者福祉会視覚部 

障害者 
（市民団体又は関係団体を

代表する者） 

10 
堀口 龍佑 

（ほりぐち りゅうすけ） 
株式会社 ＦＣ ＴＩＡＭＯ 

民間スポーツ 
（市民団体又は関係団体を

代表する者） 

11 
浜田 坦 

（はまだ たかし） 
枚方市コミュニティ連絡協議会 

地域コミュニティ 
（市民団体又は関係団体を

代表する者） 

12 
福島 巧 

（ふくしま たくみ） 
市民 市民 

（公募市民） 

（選出区分別、50 音順） 
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臨時代理第７号 

 

 

枚方市スポーツ推進審議会への諮問について 

 

 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員会規則第２

号）第３条第２項の規定により臨時代理する。 

 

  平成28年６月15日 

 

枚方市教育委員会  

教育長 奈良 渉  

 

 

１．臨時代理の内容 

   次ページのとおり 
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教 社 ス 第  号  
平成 28 年  月  日  

 
枚方市スポーツ推進審議会 

会長        様 
 

枚 方 市 教 育 委 員 会  
教 育 長  奈 良  渉  

 
諮  問  書 

 

 枚方市スポーツ推進計画を策定するため、枚方市スポーツ推進審議会条例（平成 28 年枚方市条例

第 3 号）第 2 条第 1 項の規定により下記の事項について諮問します。 

 

記 

 

諮問事項 

 

枚方市スポーツ推進計画の策定に関する調査審議 

 

諮問理由 

 
枚方市では、平成 19年に「枚方市スポーツ振興ビジョン」を策定し、「市民だれもが、いつでも、

どこでも、それぞれの興味や関心、ニーズに応じてスポーツを楽しむことができる社会を築くこと

をめざす」ことを基本理念とし、スポーツ振興施策の展開を図りました。また、平成 22年には市民

が身近にスポーツを楽しめる環境を整え、安全で快適なスポーツ施設を提供するために施設整備の

基本的な考え方を示す「枚方市スポーツ施設整備計画」を策定いたしました。 

こうした中、平成 23年、スポーツ振興法の全面改正により、スポーツ権の確立、スポーツの多面

的な役割の明確化等を明記したスポーツ基本法が制定されました。同法第 10条において、その地方

の実情に即したスポーツ推進に関する計画を定めるよう努めるものとしています。「枚方市スポー

ツ振興ビジョン」は、スポーツ振興法に基づくものであるため、スポーツ基本法への全面改正によ

る大幅な内容変更をうけ、新たな計画を策定する必要があります。 

つきましては、本市の実情に即した、スポーツ振興を総合的かつ計画的に推進するため、枚方市

スポーツ推進計画の策定に関する調査審議を貴審議会に諮問するものです。 

－16－



 

議案第３号 

 

 

枚方市教育振興基本計画の策定について 

 

標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員会規則第２

号）第２条第１項第１号の規定により、次のとおり教育委員会の議決を求める。 

 

平成28年６月28日 

 

枚方市教育委員会  

教育長 奈良 渉  

 

 

１．内容 

別紙のとおり 

 

 

 

 

－17－



 

議案第４号 

 

 

枚方市社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

 

 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年枚方市教育委員会規則第２

号）第２条第１項第11号の規定により、次のとおり教育委員会の議決を求める。 

 

  平成28年６月28日 

 

枚方市教育委員会  

教育長 奈良 渉  

 

 

１．委員の解嘱 

   解嘱委員    森 淑子委員（枚方市ＰＴＡ協議会） 

 

   解嘱日     平成28年６月30日 

 

解嘱理由    辞任の申し出があったため 

 

２．委員の委嘱 

   委嘱理由    森 淑子委員の辞任に伴い後任を委嘱するもの 

 

   委嘱委員    渕上 万貴氏（枚方市ＰＴＡ協議会） 

 

   委員の任期   平成 28 年７月１日から平成 29年７月 31日まで 
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第34期　　枚 方 市 社 会 教 育 委 員 名 簿

摘  要

1 ５期目

2 ４期目

3 ３期目

4 １期目

5 １期目

6 ２期目

7 ３期目

8 ２期目

9 １期目

10 ３期目

11 １期目

12 １期目

13 １期目

※委員のうち、渕上万貴委員は平成28年７月１日から平成29年７月31日まで、山本順一委員は、
　平成27年９月１日から平成29年７月31日までの任期となります。

※所属・役職名については、委嘱日現在のものです。
※氏名は50音順に表記しています。

山本　順一
（やまもと　じゅんいち）

桃山学院大学
社会教育

（学識経験を有する者）

森本　清子
（もりもと　きよこ）

枚方市民生委員児童委員協議会
（主任児童委員連絡会）

家庭教育
（家庭教育の向上に資する

活動を行う者）

服部　寛治
（はっとり　かんじ）

公益財団法人　枚方体育協会
社会教育

（社会教育の関係者）

福田　市朗
（ふくだ　いちろう）

摂南大学
社会教育

（学識経験を有する者）

渕上　万貴
（ふちかみ　まき）

枚方市ＰＴＡ協議会
家庭教育

（家庭教育の向上に資する
活動を行う者）

松浦　清
　（まつうら　きよし）

大阪工業大学
社会教育

（学識経験を有する者）

西田　スマコ
（にしだ　すまこ）

NPO法人
NALC「天の川クラブ」

社会教育
（社会教育の関係者）

川添　賢史
（かわぞえ　さとし）

一般社団法人　枚方青年会議所
社会教育

（社会教育の関係者）

國光　利彦
（くにみつ　としひこ）

枚方市立中学校校長会
学校教育

（学校教育の関係者）

北口　ひとみ
（きたぐち　ひとみ）

枚方市立小学校長会
学校教育

（学校教育の関係者）

石塚　美穂
（いしづか　みほ）

枚方手作り絵本連絡会
社会教育

（社会教育の関係者）

加堂　裕規
（かどう　やすのり）

関西外国語大学
社会教育

（学識経験を有する者）

※任期：平成27（2015）年８月１日～平成29（2017）年７月31日

氏     名 所     属 分　野

青野　明子
（あおの　あきこ） 大阪国際大学

家庭教育
（学識経験を有する者）
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議案第５号 
 
 

枚方市文化財保護審議会委員の委嘱について 
 
 標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則（平成３年教育委員会規則第２号）第

２条第１項第 11 号の規定により、次のとおり教育委員会の議決を求める。 

 
平成 28年６月 28 日 

 
枚方市教育委員会  
教育長 奈良 渉  

 
１．委員の委嘱 

委嘱理由    枚方市文化財保護審議会委員の委嘱期間（平成 26年７月１日から平成 28 

年６月 30日まで）満了のため 
 
委嘱委員    次ページのとおり 

    
委嘱期間    平成 28年７月１日から平成 30年６月 30日まで 

 
 

－20－



枚方市文化財保護審議会委員候補者名簿 

      

任期 平成 28年 7月 1日～30年 6月 30日 

 

（期数順・50音順・敬称略） 

氏  名 所  属 専門分野 期数 

土
ど

 井
い

 通
みち

 弘
ひろ

 就実大学 仏教美術 ８期目 

 高
こ

   正
じょん

 龍
よん

 立命館大学 考古学 ７期目 

 井
いの

 上
うえ

 ひろ美
み

 華頂短期大学 典籍・古文書学 ６期目 

 奥
おく

 田
だ

   尚
ひさし

 奈良県立橿原考古学研究所 地質学・鉱物 ６期目 

柏
かしわ

 木
ぎ

 知
とも

 子
こ

 鉄斎美術館 絵画 ３期目 

 田
でん

   啓
けい

 子
こ

 建築まちなみ研究会・大阪 建造物 ３期目 

川
かわ

 畑
ばた

   薫
かおる

 八幡市立松花堂庭園・美術館 書跡 ２期目 

高
たか

 田
だ

 照
てる

 世
よ

 帝塚山大学 民俗学 ２期目 

宮
みや

 野
の

  淳
じゅん

 一
いち

 大阪府教育庁文化財保護課調査事務所 関係行政機関 ２期目 
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